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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年６月17日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号

の規定に基づき提出した臨時報告書及び平成26年12月17日付で金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき提出し

た臨時報告書の訂正報告書の記載について、未確定事項の確定等により一部訂正すべき事項がありましたので、金融商

品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正内容】

訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

 

(3) 当該異動の理由及びその年月日

（訂正前）

①　異動の理由：株式会社韓国スタンダードチャータード貯蓄銀行の全株式を取得し、連結子会社とすることを予

定しておりますが、当該会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するた

め、当社の特定子会社に該当することとなりました。

②　異動の年月日：未定

（注）当該異動は、韓国金融委員会、韓国公正取引委員会等の承認を前提として行われる予定であります。

 

（訂正後）

①　異動の理由：株式会社韓国スタンダードチャータード貯蓄銀行の全株式を取得し、連結子会社としましたが、

当該会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、当社の特定子会社

に該当することとなりました。

②　異動の年月日：平成27年１月19日

（注）なお、株式会社韓国スタンダードチャータード貯蓄銀行は、同日付で商号を「ＪＴ貯蓄銀行株式会社」に

変更しております。

 

 

以　上
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